
令和 7 年１月１日にお住まいだった
市区町村に確認してください。
※本市では申告できません。

スタート

フローチャートの結果を参考に、申告が必要な方は期限までに申告
してください。このフローチャートは一般的な例です。ご不明な点
は税務課市民税係までお問い合わせください。

令和 7 年１月１日につくばみらい市
にお住まいでしたか。

●公的年金収入のみで日本年金機構に提出した「扶養親族申告書」の内容に変更のない方
●公的年金収入が 400 万円以下で、所得税が源泉徴収されていない方
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● 1 カ所からの給与収入のみで年末調整が済んでいる方のうち、
・会社からつくばみらい市へ給与支払報告書が提出されている方

（未提出の場合は会社または本人から市役所税務課に送ってください。）
・転職後、前職を含んで年末調整が済んでいる方

●給与所得以外の所得が 20 万円以下の方

農業・営
業・不動
産・雑所
得などが
ある ●所得金額（収入－経費）より控除額が多い方

●つくばみらい市内在住の家族の被扶養者になっている方

●市外在住の家族の被扶養者になっている方
●配偶者で、扶養主の所得が 1,000 万円超の方
●申告に基づく所得情報が必要となる行政サービスなど
を受ける（または見込まれる）方　※ 15 ページ「申告の
注意点など」の「収入がなかった方へ」をご覧ください。

申告は不要です

確定申告が必要です

市民税・県民税
申告が必要です
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●公的年金収入金額が 400 万円を超える方
●公的年金収入以外の所得（給与など）が 20 万円を超える方
●各種控除（社会保険料・生命保険料・地震保険料・寡婦・ひとり親・
障害・扶養・医療費など）を追加し、所得税の還付を受けたい方

●所得金額（収入－経費）より控除額が少ない方
●源泉徴収税額がある方

● 2 カ所以上から給与を受け、年末調整が済んでいる給与以外の給与収
入が 20 万円を超える方
●医療費控除を受けたい方、5 団体を超える自治体にふるさと納税をし
た方、年末調整の内容に変更のある方（控除を追加する場合など）
●退職などで年末調整をしていない方

はい
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●申告フローチャート
給 与 や 年 金 の 源 泉 徴 収 票 を

チェックしてみよう！

源泉徴収票に載っていない控除

は、申告をしないと税額に反映さ

れないので注意が必要だぞう！

●公的年金収入金額が 400 万円以下で、ほかの所得（給与など）が 20 万円以下の方
●所得税の還付はないが、各種控除を追加・変更したい方


